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１ 平成１５年２月１４日申請（平成１５年（争）第１号）（接続に必要な工

事） 

 

（１）経過 

 

（申請前の経緯） 

平成１４年４月９日に、あっせん打切り（平成１４年（争）第２号）。 

 

平成１５年  

２月１４日 ソフトバンクＢＢ株式会社（以下「ソフトバンクＢＢ」と

いう。）から、仲裁の申請。（⇒（２）） 

委員会から、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西

日本」という。）に対し、仲裁の申請があった旨の通知。

２１日 ＮＴＴ西日本から、仲裁の申請を行わない旨の報告。（⇒

（３）） 

委員会から、ソフトバンクＢＢに対し、仲裁の手続に入

らない旨の通知。 

 

（その後の経過） 

平成１５年 

    ５月１６日 ソフトバンクＢＢから、協議再開命令の申立て。 

 

（２）申請において仲裁判断を求める事項 

 

ＮＴＴ西日本の端末回線との接続に係る工事の方法 

 

（３）申請を行わない旨の報告 

 

電気通信事業紛争処理委員会から通知があった、ソフトバンクＢＢを申

請人とする仲裁の申請については、ＮＴＴ西日本は仲裁申請を行わないの

で、その旨報告する。 

 


